
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナ
ンバー法の施行に伴い、関係法律の規定の整備を行うため、所要の措置を講ずるもの。

マイナンバー法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の概要
（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案）

○個人番号関係（但し、利用範囲関係以外）

・地方自治法の一部改正（１条、２条）
・国民年金法の一部改正（10条、11条）
・住民基本台帳法の一部改正（17条～23条）
・行政手続等における情報通信の技術の利用に関する
法律の一部改正（28条、29条）
・総務省設置法の一部改正（39条～41条）

○利用範囲関係

○個人番号カード関係

○個人番号情報保護委員会関係

・地方税法の一部改正（５条）
・租税特別措置法の一部改正（８条、９条）
・国税通則法の一部改正（12条、13条）
・所得税法の一部改正（15条、16条）
・内国税の適正な課税の確保を図るための
国外送金等に係る調書の提出等に関する
法律の一部改正（25条、26条）

・特別職の職員の給与に関する法律の一部改正（３条、４条）
・行政機関の保有する情報の公開に関する法律等の一部を
改正する法律（33条）
・国家公務員法の一部改正（34条）
・国家公務員法等の一部を改正する法律等の施行に伴う
関係法律の整備等に関する法律の一部改正（35条）
・内閣府設置法の一部改正（37条、38条）

○法人番号関係

・投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正（６条）
・信託法の一部改正（６条）
・信用金庫法の一部改正（７条）
・酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部改正
（７条）
・労働金庫法の一部改正（７条）
・資産の流動化に関する法律の一部改正（７条）
・商業登記法の一部改正（14条）
・保険業法の一部改正（24条）
・財務省設置法の一部改正（42条）

○罰則関係

・組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する
法律の一部改正（27条）

・電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する
法律の一部改正（30条～32条）
・地方公共団体情報システム機構法の一部改正（36条）

本法で規定の整備を行うのは２７法律

○附則（施行期日）


